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１．はじめに

・河川環境の変化と河川環境施策の変遷
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洗濯などをする暮らしの場としての川
（滋賀県 瀬田川／昭和２０年代）

子供の遊び場としての川

（鹿児島県 川内川下流部／昭和初期）

かつての川は、人々の暮らしと密接に関係した空間だった。

人と生き物が共生する場としての川

（兵庫県 円山川／昭和３５年）

せんだい

まるやま

かつての川と人の関わり方
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富士光芸社
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S45年頃の多摩川（東京都、神奈川県）は、
水面に洗剤の泡が浮かび、
あたりに異臭を放つなど
河川環境は 悪の状態となった 。

３面張りとなった神田川（東京都）。
建物も河川から背を向けた。

S50年頃の綾瀬川（東京都、埼玉県）は、ゴミや
スカム（浮きかす）が浮いていた。

高度経済成長期、人々の暮らしの豊かさと引替えに、河川はかつての姿を失った。

高度経済成長期の河川環境
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治水

明治２９年
（１８９６年）

近代河川制度の
誕生

平成９年
（１９９７年）

治水・利水・環境の
総合的な河川制度の

整備

治水 利水

環境

治水 利水

昭和３９年
（１９６４年）

治水・利水の
体系的な制度の

整備

＋

河川法第１条
この法律は、河川について、洪水、高潮等による災害の発生が防止され、河川が

適正に利用され、流水の正常な機能が維持され、及び河川環境の整備と保全がさ
れるようにこれを総合的に管理することにより、国土の保全と開発に寄与し、もつて
公共の安全性の保持し、かつ、公共の福祉を増進することを目的とする。

（平成９年改正後）

河川法の改正
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河川横断⼯作物により河川が分断され、⿂
類の遡上・降下が困難な区域において、⿂
道等の整備を⾏う事業
⾃然環境の保全・復元を必要とする区域に
ついての河道整備、湿地再⽣等の事業

⾃然再⽣

⽔環境整備

⽔辺整備

河川環境の教育の場として利⽤される「⽔
辺の楽校プロジェクト」、地域の取組みと
⼀体となった「かわまちづくり⽀援制度」、
「⽔源地域ビジョン」に位置付けられた、
治⽔上及び河川利⽤上の安全・安⼼に係る
河川管理施設の整備を⾏う事業

⽔環境悪化の著しい河川及び濁⽔、富
栄養化、堆砂等の著しいダムの浚渫事
業、浄化施設整備事業、ダム湖周辺保
全整備事業並びに⽔環境悪化の著しい
河川に対する導⽔事業

円⼭川（兵庫県）

最上川（⼭形県）

松江堀川（島根県）

導⽔後導⽔前

水辺の環境を向上させる３つの方策

6

⾃然再⽣事業
・⾃然環境の保全・復元を必要とする区域についての河道整備・湿地再⽣等の事業を推進する。

総合水系環境整備事業とは 【自然再生事業】

7

4

令和元年10月29日 第17回川の自然再生セミナー



⽔環境整備事業
・汚濁の著しい河川、湖沼において⽔質の浄化を図る。

総合水系環境整備事業とは 【水環境整備事業】
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治⽔上及び河川利⽤上の安全・安⼼に係る河川管理施設の整備を通じ、まちづくりと⼀体
となった⽔辺整備を⽀援

〔管理用通路の整備〕 〔親水護岸の整備〕 〔高水敷整正〕

天竜川（静岡県）

〔防災船着場〕

※広場としての上面整備は占用する自治体により整備
相模川（神奈川県）

鬼怒川（栃木県）

隅田川（東京都）

〔側帯の整備〕

荒川（東京都）
彦山川（福岡県）

総合水系環境整備事業とは 【水辺整備事業】
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２．自然再生に関する施策について

・多自然川づくり ～すべての川づくりの基本～

10

「多自然川づくり」とは、河川全体の自然の営みを視野に入れ、地域の
暮らしや歴史・文化との調和にも配慮し、河川が本来有している生物
の生息・生育・繁殖環境及び多様な河川景観を保全・創出するために、
河川管理を行うことをいう。

侵食・堆積・運搬といった河川全
体の自然の営みを視野に入れる

地域の暮らしや歴史・文化との
調和にも配慮

「多自然川づくり」はすべての川づくりの基本であり、すべての一級河
川、二級河川及び準用河川における調査、計画、設計、施工、維持管
理等の河川管理におけるすべての行為が対象となること。

１ 「多自然川づくり」の定義

２ 適用範囲

「多自然川づくり」とは？
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島谷 幸宏 九州大学大学院教授（座長）

桑子 敏雄 東京工業大学大学院 社会理工学研究科教授

藤田 光一 国土交通省国土技術政策総合研究所河川研究部長

天野 邦彦 国土交通省国土技術政策総合研究所環境研究部河川環境研究室長

服部 敦 国土交通省国土技術政策総合研究所河川研究部河川研究室長

萱場 祐一 独立行政法人土木研究所自然共生研究センター長

吉村 伸一 株式会社吉村伸一流域計画室代表取締役

山道 省三 特定非営利活動法人全国水環境交流会代表理事

安田 吾郎 国土交通省総合政策局海外プロジェクト推進課国際建設管理官

前国土交通省水管理・国土保全局河川環境課 河川環境保全調整官

（勢田 昌功 元国土交通省河川局河川環境課河川環境保全調整官）

（小俣 篤 元国土交通省河川局河川環境課河川環境保全調整官）

（平井 秀輝 元国土交通省河川局河川治水課流域治水調整官）

（岡村 次郎 元国土交通省河川局河川防災課防災調整官）

（宮川 勇二 元国土交通省河川局河川防災課防災調整官）

【多自然川づくり研究会】

多自然川づくりの技術基準

「H22.8.9付け中小河川に関する河道計画の技術基準」の解説のため、ポイントブックを発行
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①蛇行部の内側を拡幅する
②地盤高の低い方を拡幅する
③定規断面にしない

土谷川（岩手県）

出典：多自然川づくりポイントブックⅢ

河川改修における多自然川づくりのポイント
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多自然川づくりアドバイザー制度

【アドバイザー制度】
・多自然川づくりに関して広範な知識を有するアドバイザーが助言を行う体制。

・激特事業及び災害助成事業等において、多自然川づくりに関して広範な知識を有するアドバ
イザーを選定し、事業者の要請に対して助言を行う「激特事業及び災害助成事業等における
多自然川づくりアドバイザー制度」の運用に関する基本的事項を定めることにより、「多自然川
づくり」のより一層効果的・効率的な推進を図る。

（一級河川 石川河
川等災害 連事業、
H25）

主な指摘事項

• 河畔林への影響に対する、右岸護岸工及び管
理用道路計画の再検討

• 左岸護岸計画に対する、現地巨石等を用いた
河岸部処理の検討

• 現地巨石等を用いた河岸部処理及び残地を活
用した親水機能の確保

アドバイザー派遣の流れ アドバイザー技術指導状況

出典：国土交通省資料より作成
平成26年度 全国多自然川づくり会議 発表資料より作成

国立研究開発法人
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提言 『持続性ある実践的多自然川づくりに向けて』

平成１８年の多自然川づくり基本指針により、多自然川づくりは普遍的な川づくりであ
るとして全国に展開され、様々な取り組みがこの１０年で拡大してきたが、その一方で、
整理すべき課題も多く存在。

いかに現場で多自然川づくりを進め、定着させていくのかを、常に「現場視点」で
考え、河川環境の整備と保全が現場で徹底されるようにすることが重要。あわせ
て、自然環境には不確実性があるため、得られた結果を貴重な知見・経験として
次の取り組みに活かしていくことが重要であり、そのための課題解決に向けて順
応的に挑戦し続けるべき。

日常的な河川管理の中で、まずは自然の営力を活用した効率的な管理を第一に
考え、これのみによることができない場合に、様々な工夫を凝らした河川環境の
整備と保全を徹底していくことが重要。加えて、将来へ向けた持続性を高めるた
めに、地域社会との関わりを深め、更には、気候変動などの河川の環境を取り巻
く将来的な変化も見据えつつ、日本の原風景である美しい川を引き継いでいくた
めの、川と人との持続的な関わりのあり方について検討を続けるべき。

実
践
・
現
場
視
点

持
続
性
・将
来
性

学識者からなる委員会を設置し、「多自然川づくり」のこれまでの成果等をレビューし、今
後の方向性について、平成２９年６月に「提言」がとりまとめられ、今後、提言を踏まえた
河川行政を推進していく。

提

言

の

主

な

内

容
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提言 『持続性ある実践的多自然川づくりに向けて』

○多様な分野の学識者等との連携推進

学識者・関係者

実践・現場視点

多自然川づくりの
現場における実践の徹底

○多自然川づくり
アドバイザーの養成○人材の育成

河川管理者

○多自然川づくりの普及・啓発
市民・子ども

○多自然川づくりの
技術的なレベルアップ

○多自然川づくりが河川生態系
へもたらす変化の把握

流域への
視点拡大

実践的な
環境目標
の設定

○環境目標設定の手法
確立と実践展開

人材の育成・
普及啓発

○生態系ネットワーク
形成の推進

技術の向上・

一連の取り組み
過程の徹底

○技術等の
開発

○多自然川づくりの
一連の取り組み
過程の徹底

目標の設定

16

提言 『持続性ある実践的多自然川づくりに向けて』

持続性・将来性
○情報発信を通じた国際社会への貢献○河川管理における環境への

適切な取り組みの着実な実施

○流域住民と一体となった
生態系ネットワーク形成

○気候変動や人口減少などの河川を
取り巻く状況の変化等の分析

○100年後を見据えた持続的な河川と
人との関わりのあり方の検討

多自然川づくりの
持続性を高める

○戦略的な多自然川づくり

○地域社会が支える川づくり

100年後に日本の原風景
といわれる河川の姿を形作る

日常的な環境
への取組徹底

持続可能な
川づくりのための
地域連携の強化

17
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＜河川法改正＞（平成9年）
①河川管理の目的に、新たに「環境」が追加

②「治水」・「利水」については目標が具体的かつ定量的な数値で設定されているのに
対し、「環境」についての目標は定性的な表現にとどまっている

＜河川環境目標検討委員会＞（平成14年11月）

①河川の自然環境における長期的な目標は「河川の潜在的な状態」と考えられる。
目標設定に当たっては、社会的・経済的状況、実現可能性を勘案し、潜在的な状
態と現状の間におかれるのが一般的。

②「ものさしとなる目安となる状態（=リファレンス）」を設定し、リファレンスとの乖離の
程度から現状の評価を行うことができる。

＜河川環境の評価と改善の考え方の具体化＞

河川環境目標の達成にむけて、蓄積された既存データを活用しつつ、

「河川環境の評価と改善」を実践し、具体的な環境の改善をつなげていく

河川水辺の国勢調査等を通じて、河川環境の情報・知識等は蓄積されてきている。

“実践的な河川環境の評価・改善の手引き”（H31.3）

実践的な河川環境の評価・改善に関する取組
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河川の距離標

環
境
の
良
好
さ

：代表区間

小セグメント程度

原則として、現況の環境を保全するととも
に、代表区間を手本にできる限り河川環
境を向上させる

小セグメント程度

ｾｸﾞﾒﾝﾄ２－２ｾｸﾞﾒﾝﾄ３ ｾｸﾞﾒﾝﾄ２－１

できる限り向上

実践的な河川環境の評価・改善に関する取組

19
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『大河川における多自然川づくり－Q＆A形式で理解を深める－

大河川における多自然川づくりの解説書「大河川QA」を平成３１年３月に作成
多自然川づくりを実践するため、現場で直面する課題をQuestionとし、これにAnswer
として答える形式で、これまで日本が蓄積してきた知見を分かりやすく紹介

国土交通省 水管理・国土保全局 ＷＥＢページ
http://www.mlit.go.jp/river/kankyo/main/kankyou/tashizen/pdf/tashizenQA_190402.pdf 20

２．自然再生に関する施策について

・自然再生事業

21
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〔ワンドの再生〕

埋塞により失われた、生物の重要な生息・生育・繁
殖環境であるワンドを再生。

阿賀野川（新潟県）

再生したワンド

埋塞箇所を掘削

単調な構造となってしまった河岸において、魚類等の生息場
となる場を整備し、魚類をはじめとする生物の生息・生育・繁
殖環境を改善。

〔水際環境の改善〕

1.5～2m

ブロック等を
水面下に配置

【整備前】

1.5～2m

【整備後】

整備箇所で確認された
サクラマス（黒部川）

自然再生事業の実施

■河川が本来有している生物の生息・生育・繁殖環境、多様な河川景観の保全・復元を目指す取組として、
ワンドの整備等を実施。
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自然再生事業の必要性（釧路湿原：北海道）

湿原面積および湿原植生の変遷

ハンノキ林 約 20km2

湿原面積 約250km2

1947年

約 80km2

約180km2

2004年

ハンノキ林

ハンノキ林の拡大

ヨシ群落
ハンノキ林
湿原面積

[単位：Km２]

224.8
21.0

245.7

ヨシ群落
ハンノキ林
湿原面積

94.3
81.4

175.7

[単位：Km２]

1947
（昭和22年）

2004
（平成16年）

約3割減

約4倍増

変化

◆釧路湿原は我が国 大の湿原であり、昭和55年に我が国第１号のラムサール条約湿地に指定されています。
◆ しかし、近年、湿原面積が急速に減少し、乾燥化等による植生の変化が見られるようになってきています。
◆このため、地域住民、NPO、学識経験者等と連携・協働して釧路湿原の保全・再生に向けた取組を実施してい
るところです。

自然再生事業の取組事例（釧路湿原）

23
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釧
路
川

旧
川

旧川復元前（H11.6月）

旧川復元後（H23.8月）

氾濫原

地下水位の上昇
氾濫頻度、
面積の増加

植生の回復

＝

氾濫原
の拡大

蛇行によって氾濫頻度を増加させて湿原植生を再生

蛇行部で土砂を沈降・補足して湿原中心部への土砂流入を軽減

蛇行化で多様な流れ・景観の河川環境を復元

かや ぬま

自然再生事業：具体の対策（釧路湿原茅沼地区：北海道）自然再生事業の取組事例（釧路湿原 茅沼地区）

24

岩保木水位観測所

広里水位観測所

平成２７年７月８日

平成２８年８月２４日

釧路市湿原展望台

平成28年８月大雨による出水状況について

細岡展望台

いわほぎ

ひろさと

釧路湿原の遊水効果

平常時

出水時

○釧路湿原では、湿原へ流入する土砂や栄養塩など
の負荷を軽減するとともに、湿原や湿原とつながりをも
つ河川・森林などの生物生息生育環境を保全・再生す
るなどし、釧路湿原の自然再生を図っている。

○自然を生かした遊水効果の維持、洪水時の流出増
加の防止や開発の抑制などを目的に、釧路湿原のほ
ぼ全域河川区域に追加指定しました。

25
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２．自然再生に関する施策について

・生態系ネットワーク ～多様な主体の連携～

26

地域での取組 河川での取組

河川は、各地域を連続した空間として結ぶ国土の生態系ネットワークの重要な基軸
河川等では、「多自然川づくり」を基本とし、湿地再生や魚道の整備等を進める等、水域
を中心とした生態系ネットワークの形成の取組を実施
コウノトリ等の生息を目標とし、多様な主体が連携し、地域づくりや観光振興に貢献

河川～支川・水路の
連続性確保
（魚道設置等）

治水事業による
河岸湿地の再生

湿地・多様な
流れの創出

里山林の整備

水路～水田の
連続性確保

コウノトリ育む農法

河川を基軸とした生態系ネットワーク形成

27
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28

○ 市民・学識者・行政が協働・連携し、コウノトリ・トキを指
標とした河川及び周辺地域における水辺環境の保全・
再生を推進

○ コウノトリ・トキをシンボルとしたにぎわいのある地域振
興・経済活性化方策に取組み、魅力的な地域づくりの
実現を目指す

荒川水系・利根川水系円山川水系

○ 円山川はコウノトリの日本 後の野生生息地であったた
め、地域が一体となって野生復帰に向けた取組を推進

○ 河川では、河川敷を浅く広く切り取ることで、湿地を再生
○ 周辺の水田ではコウノトリの餌となる生き物を育む無農

薬、減農薬農法を採用
○ 結果、訪れるコウノトリの増加に加え、ブランド米「コウノト

リ育む米」など高付加価値により経済波及効果を発揮

改修直後（H19.6）

湿地化

掘削範囲

改修前（H19.3）

掘削範囲

【湿地再生】

【「コウノトリ育む米」の売上高の推移】

【関東における生態系ネットワークの構想】

【河川内の湿地に
訪れたコウノトリ】

河川を基軸とした生態系ネットワークの形成

○ 河川における湿地再生・創出等の取組のみならず、流域における多様な主体と連携しながら 、生態系ネット
ワークを形成する取組を推進。

○ さらに、水系をまたがる広域的な生態系ネットワークの形成に向けた検討を推進。

28

円山川流域（コウノトリ）
・コウノトリ野生復帰推進連絡協議会（H15.7～）

・・・生態系ネットワークに係る協議会設立地域 石狩川流域
（タンチョウ）
・タンチョウも住めるまちづくり検討協議会（H28.9~)

遠賀川流域（サケ等）
・遠賀川流域生態系ネットワーク形成推進協議会
（H30.8～）

木曽川流域（イタセンパラ等）

・木曽三川流域生態系ネットワーク推進協議会
（H27.1～）

越後平野
（阿賀野川流域・信濃川流域）
（トキ、ハクチョウ）

・越後平野における生態系ネットワー
ク推進協議会（R1.7.22設置予定）

令和元年7月1日現在

東北全域
（岩木川流域、北上川・鳴瀬川流域）
（大型水鳥類等）
・東北生態系ネットワーク推進協議会
（H29.12～）

関東地域（利根川流域・荒川流域）
（コウノトリ、トキ）
・関東エコロジカル･ネットワーク推進協議会（H26.2
～）

・コウノトリの舞う地域づくり連絡協議会（江戸川・
利根川・利根運河地域）（H27.1～）

・渡良瀬遊水地エリア エコロジカル・ネットワーク
推進協議会（H27.11～）

・荒川流域エコネット地域づくり推進協議会
（H29.11～）

四国圏域（吉野川・四万十川他）（ツル、コウノトリ等）
・四国圏域生態系ネットワーク推進協議会（H30.2～）

・吉野川流域コウノトリ・ツルの舞う生態系ネットワーク推進協議会
（H29.10~）

福井県全域（九頭竜川流域他）
（コウノトリ等）
・福井県流域環境ネットワーク協議会（H27.10～）

斐伊川流域（大型水鳥）
・斐伊川水系生態系ネットワークによる
大型水鳥類と共に生きる流域づくり検討
協議会（H27.4～）

・〇○協議会 ・・・ 生態系ネットワークに係る協議会
（13協議会）

河川を基軸とした生態系ネットワークの形成

29
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２．自然再生に関する施策について

・河川協力団体

30

河川協力団体制度

河川の美化活動の実施

河川法第99条に基づく河川管理施設の維持等の委託

【河川協力団体の活動】

①河川管理者に協力して行う河川工事又は河川の維持

②河川の管理に関する情報又は資料の収集及び提供

③河川の管理に関する調査研究

④河川の管理に関する知識の普及及び啓発

河川管理者の目的
・洪水時等の災害防止
・河川の適正利用
・河川環境の整備と保全 など

河川協力団体の目的
・河川空間を利用した活動
・環境学習
・環境美化 など

コミュニケーションにより想いを共有
【よりよい河川空間の形成】

河川の維持、河川環境の保全などの河川の管理につながる活動を自発的に行っている民間団体
等を『河川協力団体』として河川法に位置づけ。（平成２５年７月１１日施行）
河川管理者と河川協力団体が充実したコミュニケーションを図り、互いの信頼関係を構築すること
で地域の実情に応じた河川管理の充実を図る。

【河川協力団体制度の目的】

【中国：NPO法人未来守りﾈｯﾄﾜｰｸ】中海でオゴノリ（水草）刈取り
を実施。窒素（1年で161Kg）・リン（1年で16.8kg）が除去され、中
海の水質浄化に貢献している。刈り取った水草は肥料として有
効利用し、サツマイモ堀りも同日に実施している。

平成30年度末時点で278団体を指定

霞ヶ浦でごみの回収を
実施。平成29年11月
12日に実施された第43
回霞ヶ浦クリーン大作
線では約170名が参加
し、2180kgのごみを回
収した。

【関東：NPO法人水辺基盤協会】

31
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河川協力団体の取組紹介（九州地方整備局）
■加勢川開発研究会、NPO法人みずのとらベル隊、NPO法人 天明水の会

（緑川水系加勢川：熊本県）

※外来⽔草
加勢川では、主にブラジルチ
ドメグサ、ナガエツルノゲイ
トウ、ボタンウキクサなどが
確認されています。

加勢川で指定された河川協⼒団体は、
河川清掃など地域において様々な取り
組みをされており、河川協⼒団体と
河川管理者が連携して、外来⽔草※の
対策を進めています。

外来⽔草の除去

外来⽔草の除去活動を
通じて、⽣態系を守る
ことの⼤切さを伝える
活動にも取り組んでい
ます。

これらの活動は、地域
住⺠やボランティア団
体との交流、次世代を
担う⼦供たちへの環境
教育などにつながって
います。

ボランティア団体への外来⽔草
に関する説明のようす

⼦どもたちへの外来⽔草
に関する説明のようす

カヌー教室参加者への外来⽔草に関する説明のようす

外来⽔草が繁茂すると⽣態系への影響が⼼配
されます。加勢川ではナガエツルノゲイトウを
はじめとする外来⽔草※が異常繁茂しており、
⽣態系を守るため、これらの除去活動に取り組
んでいます。

加勢川の⽔⾯に
繁茂する外来⽔草

ナガエツルノゲイトウ

32

３．河川環境施策の更なる展開

・ミズベリング

・かわまちづくり

33
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○ 川には自然があり、歴史があり、そこに集う人々の心を安らげ、
豊かにする魅力がある。

○ ミズベリングは、
・まちの空間で日常的な生活や経済活動を営みながら、
・身近にある川の魅力に気づいていない人々や民間企業が、
・川の外から改めて川の価値を見いだし、
主体的に川を活用しようとする新しい活動

ここから始める
（私が始める）

振動伝える

行 政
（公共物の管理者）市民

NPO

企業
市民

NPO

企業

「ミズベリング」とは？

34

水辺活用を促すワークショップやフォーラムの開催

○ 国⼟交通省では、全国各地で⾏われるミズベリングの活動を「ミズベリング・プロジェクト」として⽀援
○ パンンフレット、ホームページ、Facebook、フォーラムの開催等により河川空間活⽤の制度や全国の⽔辺活⽤先進
事例、最近の公共空間活⽤の動向等を紹介

○ さらに、全国で開催されるミズベリング会議への講師派遣やワークショップ運営⽀援などにより、各地域における
主体的な取り組みを促す

人々の関心を高めるパンフレット等の作成 地方会議への講師派遣

SNSやwebを活用したタイムリーな情報発信

ミズベリング・プロジェクト（ミズベリング活動の支援）

35
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日本の水辺の新しい活用の可能性
を創造するため、約２００名の参加
者で、アイデアを出し合い、即座に
スケッチし、「水辺の未来図」を共
有した。

ミズベリング東京会議
(2013/03/22)

参加者のアイディアを集約した
「水辺の未来図」

ミズベリングインスパイアー
フォーラム(2015/01/29)

全米で最も住みたいまちにランクさ
れるポートランドの秘訣に迫り、日本
の水辺の可能性を浮かび上がらせた．

ミズベリングジャパン
(2016/03/03)

全国のミズベリングに関わる人々
が集結して、公共空間利活用、地方
創成、経済と水辺について、クロス
トークを展開

ミズベリング
デアイデアス

(2017/03/03)

全国の水辺の最前線の現場を
レポートするプレゼンテーショ
ンを展開。

東京の水辺周辺産業活性化アクション（東京ワンダー・アンダー）
(2018/03/14)

水辺活用価値の発見を目的に、様々な分野の参加者とトークセッションの展開
また、堤防や橋梁下部で光と音により「暗い」イメージを刷新する試みも実施

◆参加者の声（報道より）
「⼈が来て、また次何かやろうと
いう、いい循環になると思う」

◆フジテレビ「ワンストップ」等
「新たなナイトスポットとなりそう」

ミズベリング・プロジェクト（フォーラム開催）

36

これまでにない自由な発想で
水辺の活用が実現

ミズベリングの事例:
ミズベリング飛騨高山

①Uターンで地元に戻った若者が中心とな
り、青年会議所主催のミズベリング会議
を開催（平成27年4月24日）

②どんな水辺が楽しいか、 ワークショップ
形式でアイディアを出す。

ミズベリング〝全国展開〟

37
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管理用通路をフットパスとして活用
（最上川）

最上川／長井市

【登録の条件】※２１３地区登録（平成30年度末日時点）

【事業概要】

＜ソフト対策＞
優良事例等に関する情報提供のほか、河川敷のイベント広場
やオープンカフェの設置等、地域のニーズに対応した河川敷地
の多様な利用を可能とする「都市・地域再生等利用区域」の指
定等を支援

＜ハード支援＞
治水上及び河川利用上の安全・安心に係る河川管理施設の整
備を通じ、まちづくりと一体となった水辺整備を支援

【対象】

【手続きフロー】

河口から水源地まで様々な姿を見せる河川とそれに繋がるまちを活性化するため、地域の
景観、歴史、文化及び観光基盤などの「資源」や地域の創意に富んだ「知恵」を活かし、
市町村、民間事業者及び地元住民と河川管理者の連携の下、河川空間とまち空間が融合し
た良好な空間形成を目指します。

①地域の創意としての「知恵」を活かした計画を対象
②利活用方策が地域において明確となっているものを対象
③施設の維持管理に地域の協力が得られるものを対象

「かわまちづくり」とは？

38

○新潟市のシンボル「萬代橋」に隣接した信濃川やすらぎ堤において、国と市が連携を図るとともに、河川
敷地占用許可準則の緩和措置を活用し、民間事業者による商業活動等と一体となって水辺に更なる
賑わいを創出することで、川とまちが一体となった魅力的なまちづくりを推進し、観光振興や地域活性化
に貢献。

○平成２９年度からは、民間の世界的なアウトドアメーカーが区域全体のマネジメントを担い、「アウトドアと健
康」をテーマにオープンカフェやＢＢＱなどの飲食店等が出店。

民間営業の状況（H29.7.7撮影）

萬代橋上流右岸の整備イメージ

カフェエリア整備（市）

⾼⽔敷整備（国）

エントランス 整備（市）
萬代橋

管理⽤通路整備（国）

今年度の⽔辺アウトドアラウンジ｢やすらぎ堤｣
営業期間
7/1(⽇)→10/14(⽇)

かわまちづくりの事例＜信濃川（新潟県新潟市）＞

39
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○「かわまちづくり」支援制度の認知度向上及び、整備のみでなく、利活用が活発となる質の高いかわまちづくりを目指し、今年度新たに、他の模範となる先
進的な取組みを国土交通大臣が認定する「かわまち大賞」を創設しました。

○有識者による審査委員会を開催し、委員の総意により、今年度は、応募された１６件の中から２件を選定し、12月10日に２団体の取組みを認定しました。
長井地区かわまちづくり 【直轄・東北 山形県長井市】
天満川・旧太田川(本川)・元安川地区及び京橋川・猿猴川地区かわまちづくり 【直轄＋補助：中国 広島県広島市】

○12月20日（木）、長井市長、広島市長ほか、国・県の河川管理者等が参加し、大臣より「かわまち大賞」の授与が行われました。

内谷 重治 山形県長井市長
・長井ダム、道の駅「川のみなと
長井」や現在整備中の河川
公園を活用し、さらなる観光
交流人口の増加を目指し
ますので、引き続き、支援を
お願いいただきたい。

松井 一實 広島県広島市長
・水辺のオープンカフェを増
やしていきたい。

・舟運での観光ルートをつくり、
「水の都」として、さらに発展
できるよう、支援をお願い
いただきたい。

山形県 内谷長井市長への授与 広島県 松井広島市長への授与

石井 啓一 国土交通大臣
・「かわまち大賞」は、今年から
始めた取組み。

・今後も取組みを継続して
いただき、さらに地域が賑
わうよう期待している。

＜委員の評価ポイント＞
■フットパスを整備し、「河川空間」と歴史的建造物

や道の駅などのある「まち空間」を繋げ、回遊性を
向上

■観光者誘致にむけ、地域が一体となって、イベント
開催やボランティアガイドの養成等に取組み、ボラ
ンティアガイド案内者数も年々増加している。

■取組継続期間も長い(１３年)

旧太田川（本川） ・元安川地区及び
京橋川・猿猴川地区かわまちづくり

長井かわまちづくり

＜委員の評価ポイント＞
■水辺のオープンカフェの先駆けであり、東京都な

ども本地区を参考にしている。
■協議会が中心となって、出店者の選定・契約を

行ほか、使用料・事業協賛金を徴収し、管理・
運営に活用されている。各々の役割も明確

■取組継続期間も長い(14年)

＜認定証授与式後の大臣との懇談でのコメント＞

『かわまち大賞』を創設 ～利活用が活発な質の高い「かわまちづくり」を目指して～

40

４．CIMへの期待

・国土交通省におけるCIMの取組

41
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i-Construction ～建設業の生産性向上～

○平成28年9⽉12⽇ 未来投資会議     安倍総理  第4次産業⾰命による『建設現場の⽣産性
⾰命』に向け、建設現場の⽣産性を2025年度   2割向上を⽬指す⽅針が⽰された。

○  ⽬標 向  ３年以内  橋           公共⼯事 現場  測量     等 投⼊  
施⼯、検査に⾄る建設プロセス全体を３次元データでつなぐなど、新たな建設⼿法を導⼊。

○これらの取組によって従来の３Ｋのイメージを払拭   多様 ⼈材 呼 込    ⼈⼿不⾜ 解消  
全国の建設現場を新３Ｋ（給与 良  休暇     希望    ） 魅⼒  現場に劇的に改善。

【⽣産性向上イメージ】

平成28年9⽉12⽇未来投資会議 様⼦

ICTの⼟⼯への活⽤イメージ（ICT⼟⼯）
42

i-Construction ～建設業の生産性向上～

「革新的事業活動に関する実行計画」（平成30年６月15日閣議決定）を策定し、革新的事業活
動関連施策の集中的・一体的推進、迅速・確実な実施を進めている。
「令和元年度革新的事業活動に関する実行計画」（令和元年６月21日閣議決定）の策定にあた

り、茂木内閣府特命担当大臣の会見において「ＡＩ、ＩｏＴ、ビッグデータなど第４次産業革命が経
済社会に急激な変化をもたらしており、我が国においても、新しい令和の時代の成長戦略を大
胆かつスピード感を持って進めていく必要がある」旨発言。

この実行計画では、我が国産業の国際競争力の維持及び強化に向け、その施策を迅速かつ確
実に実行していくとされている。

※ 令和元年度⾰新的事業活動 関  実⾏計画   抜粋 43
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測量 地質 設計 ⼯事 維持管理 点検

３Dデータの収集・蓄積

発注者における３Ｄデータ利活用について

地形の3D化による
各種シミュレーション等
への活⽤等

設計の3D化による
施⼯計画 数量確認 
効率化 品質確保等

施⼯の3D化による
安全 施⼯管理 監
督検査 効率化等

維持管理 3D化によ
る迅速な変位把握、ト
レーサビリティの向上等

三次元測量
BIM/CIM

ICT施⼯
ロボット点

検 Etc.

各現場でのリアルタイムの情報共有、納品された３Ｄデータの活⽤等
発注者が3Dデータを活⽤する重要性が増⼤

 ３次元   利活⽤⽅針 （29.11策定 国⼟交通省）

44

３次元データの利活用シーンについて

施⼯段階の出来形計測    活⽤    後 構造物 変位把握 効率化 図 
施⼯時 機械 稼働履歴     資材 製造 供給元 品質     発⽣⼟ 搬⼊⼟ 移動履歴   
にも３次元位置情報を付与し、３次元データに連携させて保管することで、変位発⽣時や災害被災時における
原因究明 復旧対策 効率化 図 

維持
管理

仮設・施⼯計画の可視化や⼯程情報を付与した施⼯ステップモデルの作成により、建設現場の安全対策や最
適となる⼈材や資材の確保への活⽤を図る
2017年度  「ICT舗装⼯」や「ICT浚渫⼯」の取組みを開始。また、ECI⽅式を活⽤し、３次元データを設計
・施⼯の⼀気通貫で活⽤  試⾏事業 実施
⼯事発注の際に総合評価⽅式・新技術導⼊促進型等により、３次元データの活⽤による施⼯、監督・検査の
効率化及 ⾼度化 図    技術開発 展開

施⼯

数量 ⾃動算出   積算及 経済⽐較 効率化 ライフサイクルコストを考慮した多様な設計⼿法の開発、
⼯期の⾃動算出による週休２⽇を前提とした⼯期設定等に活⽤を図る
設計の可視化や鉄筋同⼠の⼲渉部分を⾃動で判別する⼲渉チェックによる設計成果の品質確保、施⼯の⼿
戻りの減少を図る

設計

測量段階  ３次元    導⼊  建設⽣産     ⼀貫  ３次元    利活⽤ 図 
河川氾濫        等各種         活⽤ 図 
地盤情報     公共⼯事            ⼯事 ⺠間⼯事 含  可能な限り広い範囲について
収集 共有  利活⽤   仕組  構築      地下⼯事    安全性 効率性 向上 期待

測量
調査

建設現場 ⽣産性向上 向  国⼟交通省    建設⽣産     各     利
活⽤⽅法を⽰すとともに、   利活⽤ 向  今後 取組  ⽰  ３次元    利
活⽤を促進することなどを⽬的として、昨年11⽉  ３次元   利活⽤⽅針  策定
i-Construction 推進     建設⽣産     ３次元    流通 利活⽤ 推
進するシーンを記載するとともに、各プロセスを繋ぐあらたな情報共有⽅法の検討について
も記載。

既
存
の
施
⼯
段
階
︑
維
持
管
理
段
階
で
得
ら
れ
た
デ

タ
を
分
析
・
加
⼯
す
る

こ
と
で
︑
更
新
時
の
概
略
設
計
に
活
⽤

45
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国土交通省 生産性革命プロジェクト

46

生産性革命のエンジン、ＢＩＭ/ＣＩＭ
○BIM/CIM（Building/Construction Information Modeling Management）とは、
計画・調査・設計段階から３次元モデルを導⼊し、その後の施⼯、維持管理の各段
階においても、情報を充実させながらこれを活⽤し、あわせて事業全体にわたる関
係者間で情報を共有することにより、⼀連の建設⽣産システムにおける受発注者双
⽅の業務効率化・⾼度化を図るもの

３Ｄモデル

属性情報

（発注者）

（発注者）

３次元モデル
（設計レベル）

３次元モデル
（施工レベル）

３次元モデル
（管理レベル）

３次元モデル
（施工完了レベル）

・発注業務の効率化
（自動積算）

・違算の防止

・工事数量算出（ロット割）
の効率化

・起工測量結果
・細部の設計

（配筋の詳細図、現地取り
付け等）・干渉チェック、設計ミスの削減

・構造計算、解析
・概算コスト比較
・構造物イメージの明確化
・数量の自動算出

・点検・補修履歴
・現地センサー（ICタグ等）
との連動

・施工情報（位置、規格、出
来形・品質、数量）

・維持管理用機器の設定・施設管理の効率化・高度化
・リアルタイム変状監視

・干渉チェック、手戻りの削減
・情報化施工の推進

・地形データ（３次元）
・詳細設計（属性含む）

（施工段階で作成する方が
効率的なデータは概略とす
る）

・設計変更の効率化
・監督・検査の効率化

施工（完成時）

・現場管理の効率化
・施工計画の 適化
・安全の向上
・設計変更の効率化

・完成データの精緻化・高度化

維持・管理

調査・測量・設計

（発注者）

・適正な施設更新
・３Ｄ管理モデルの活用

【得られる効果】

【作成・追加するデータ】

【得られる効果】

【作成・追加するデータ】

【得られる効果】

【作成・追加するデータ】

【得られる効果】

【作成・追加するデータ】

【得られる効果】

【得られる効果】

【得られる効果】
【得られる効果】

・時間軸（４Ｄ）

【追加するデータ】

施工中

３次元モデルの連携・段階的構築

施工（着手前）

47
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ＢＩＭ/ＣＩＭ活用業務・工事件数の推移

11 19 10 16 34 54

147

400

21 28
60

87
78

65

0

100

200

300

400

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31

BIM/CIM活⽤業務・⼯事

76

3840
11

○H24年度  橋梁   等 対象 3次元設計（BIM/CIM）を導⼊し、着実に増加。
○H30年度  212件（設計業務 147件 ⼯事 65件）で実施。
○H31年度  400件（業務＋⼯事）の実施を⽬標。

累計事業数 設計業務 291件 ⼯事 339件 合計 630件

132121

⼯事
設計業務

212

(⽬標)

48

ＣＩＭ導入ガイドライン（案）について

河川編

ダム編

橋梁編

トンネル編

機械設備編（素案）

• 「総則」
•  測量 
• 「⼟質・地質」

共通編

⼟⼯編 • 「ICT⼟⼯、舗装⼯」
(三次元測量 設計含 ）

• 「河川堤防」
• 「樋管・樋⾨」
•  河川管理 

• 「ロックフィルダム」
•  重⼒式   
•    管理 

•  橋梁上部 
•  橋梁下部 
•  橋梁管理 

• 「⼭岳トンネル」
•      管理 

• 「⽔⾨設備」

http://www.mlit.go.jp/tec/tec
_tk_000037.html

下⽔道

砂防、地すべり対策 ⾚字 Ｒ元.5拡充
港湾

平成28年度 策定  平成30年度  下⽔道分野  砂防（地   ）  港湾分野 等
を拡充。今後、共通化できる分野について検討するとともに、最新動向を踏まえて順次改定、
拡充を図る。
共通編 内容 ⾒直  発注者 受注者 役割 明確       BIM/CIM活⽤の⼀
連      整理    ⽴場   内容 理解       構成 ⾒直 。

【 主 な 構 成 】

令和元年5月

49
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設計業務における受発注者の役割の変遷

発
注
者

発
注
者

建設
コンサル
タント

発
注
者

☆設計実施者☆設計実施者
☆設計実施者

補助的な
業務を実
施

設計・計算等
の作業を発注

【～昭和30年代】
Ⅰ. 発注者自らが

設計を実施

【昭和30年代～平成7年】
Ⅱ. 設計外注しつつ、発注

者が主体となって設計

【平成7年～現在】
Ⅲ. 発注者が示す設計条件に基づ

き建設コンサルタントが設計

適切な受注者
の選定

工
事
量
の
増
加

求
め
ら
れ
る
役
割
の
変
化

標準委託契約書の改正(H7)
「公共工事の品質確保の促進に関する法律」の施行(H17)
など

発注者・受注者が果たすべき役割を明確にし、それぞれの役割を
適切に果たすことで、品質向上に取り組む必要がある

建設
コンサル
タント

設計条件提示
業務履行中の指示

設計の実施

発注者が⾃ら設計を実施していた体制から、徐々に建設コンサルタントの役割が
拡⼤。H７年度以降は、建設コンサルタントが設計実施者として設計を⾏う体制へ
と変化
発注者は適切な受注者の選定、的確な設計条件の明⽰が重要

受発注者それぞれの役割に
対応した責任分担

50

発注者に求められるスキルとは

◯ 建設⽣産 管理    ⇒ 良質 社会資本 整備 管理

① 事業計画検討（予備設計等）
② 予算要求、実施計画、関係機関調整等）
③ 関係機関協議、所内調整（⼯務、調査、

⽤地課等）
④ ⼯事発注（   割 数量算出 ⼯期設定 

契約図書作成、積算等）
⑤ 監督検査 設計変更
⑥ 維持管理（点検 修繕計画 補修⼯事等）

発注者 業務 例

官
⺠

 
役

割
分

担

計画 調査 測量 設計 施⼯ 維持管理

受注者側の役割

発注者側の役割

① ②
③

④ ⑤

⑥

官⺠ 役割分担 推移    

発注者の役割は、良質な社会資本の整備・管理のため、

• 建設生産プロセスの上流段階から事業全体を俯瞰して計画を立案すること

• 多様な関係者の意見を集約し、より良い社会資本形成のために反映すること

• 適正な工期・工事費を算出し、計画に従った品質の確保に努めること

• 形成された良質な社会資本の品質を維持するため、適正に管理すること

⇒ イメージの可視化、情報の集約が可能なBIM/CIMの活用が効果的
51
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発注者がBIM/CIMをよりよく活用するために

BIM/CIM   発注者 業務効率化 向  

3D   活⽤技術⼒ 確保

受発注者で3Dデータを共有

発注者がリクワイヤメントを決定 発注者 利活⽤ 
るための3Dデータ

を構築する。

×受注者にBIM/CIMを活⽤させれば必ず効果が発現する
×発注者は受注者に指⽰だけを出せば良い
×発注者⾃⾝がBIM/CIMソフトウェアを⼗全に使いこなせる必要がある

発注者は、BIM/CIMの活用により出来ること、出来ないことを理解し、
計画から維持管理に至る建設生産プロセス全体をマネジメントする立場で
良質な社会資本形成に必要な情報・機能等を認識する必要がある

52

河川ＣＩＭによる多自然川づくりの活用

CIMは、計画、調査、設計段階から 3 次元モデルを導入することにより、その後の施工、維持管理の各段階
においても 3 次元モデルを連携・発展させて事業全体にわたる関係者間の情報共有を容易にし、一連の建
設生産システムの効率化・高度化を図ることを目的としている。

３次元に関する新技術をうまく活用することにより、多自然川づくりに必要な川本来の複雑なかたちをそのま
ま扱うことが計画、設計、施工、管理の各段階で可能となってきている。

【河川ＣＩＭによる測量から維持管理の流れ】

３次元の現地盤の地形から直接３次元の設計を行い、その設計データをICT 建設機械にインプットできれば、
建設機械は地形を刻む３次元プリンターのように複雑な地形を再現することが可能

※図中の講演番号の分類は、題名から想定 53
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